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その催しは、「指定催し」に該当します。
　１．火気を使用する露店ごとに消火器を準備してください。
　２．防火担当者を決めてください。
　３．火災予防上必要な業務に関する計画を催し開催の14日
　　　前までに提出してください。

その催しは、「指定催し以外」の催しです。
　１．火気を使用する露店ごとに消火器を準備してください。
　２．露店等の開設届出書を提出してください。

ＮＯ

　出店する露店の総数は100店舗以上ですか？

催しに関する条例適用フローチャート

その催しは条例適用外ですが、火気
を使用する場合、消火器を準備しま
しょう。

その催しに出店する露店等に火気の使用はありますか？

ＹＥＳ

その催しは条例適応外です。

ＹＥＳ ＮＯ

その催しは、広告等により広く不特定の者を集客する催しですか？

         お問い合わせ

         東温市消防本部　警防課

         〒791-0203　東温市横河原1376

         TEL089-964-5217

その催しの
「主催者」
を明確に！


